
日頃より村政推進につきまして、ご理解とご協力をいただいておりますことにお礼

を申し上げます。 

 平成３１年３月１日より意見募集をしておりました「第５次占冠村総合計画（案）」

について、ご意見をいただきましたので、下記のとおり回答いたします。 

募 集 期 間 平成３１年３月１日～平成３１年３月１５日（１６日間） 

意見受付数 ２件（６項目）【持参０件、郵送１件、FAX０件、インターネット１件】

意見の要旨 村の考え方 

１ 
-
 

①

一般ごみについて 

転入手続の際に、一般ごみが最終処分

場で処理されていることを告知して頂

けると意識が高まる。一般ごみの分別に

ついて良くある駄目な事例を教えて頂

けると自分の分別を見直しやすい。 

計画本文に対する具体的なご意見ではな

く、個別施策へのご意見ですので、担当課

から回答させていただきます。 

（建設課 環境衛生担当）、（住民課 戸

籍担当） 

ごみの分別については、転入手続の際に

ごみの分別一覧を配布しています。分別の

事例、最終処分場の状況等について、今後

も広報等での継続な周知を実施いたしま

す。 

１ 
-
 

②

占冠村の求人情報について 

占冠村内の求人を探す際、富良野市の

ハローワーク以外で探す方法がない。ネ

ット上で閲覧できるハローワーク求人

情報は詳細が伏せられている。村外の方

が簡単に検索できる場所があると便利

なのではないか。 

個別施策へのご意見でしたので、担当課

から回答させていただきます。 

（企画商工課 商工観光担当） 

占冠村での求人情報は、富良野市以外の

ハローワークやハローワークインターネッ

トでも検索、求人情報の詳細を閲覧するこ

とが可能です。 

また、役場、支所にハローワークからの

毎月の求人情報を設置しています。 

１ 
-
 

③

地域振興住宅楓Aの入居について 

 入居申請書（特に連帯保証人欄）がわ

かりにくい。住宅の間取りや写真なども

ホームページ等で公開してほしい。 

個別施策へのご意見でしたので、担当課

から回答させていただきます。 

（建設課 住宅担当） 

 連帯保証人については、占冠村地域振興

住宅条例により規定されておりますのでご

理解ください。間取り等の公開については

今後検討します。 

第５次占冠村総合計画（案）への意見回答について



２ 
-
 

①

40 ページ トマム集落対策方針につい

て 

2014（平成 26）年策定とあるが、

今は2019（平成31）年度である。子

供を増やすための課題と取組みが書か

れていない。トマムの子供の村外流出は

著しく急務だと思うのできちんと取り

組んでもらいたい。 

既にガソリンスタンドは運営されて

おり情報が古い。現在のニーズは、コン

ビニ誘致、警察、消防署員の常勤となっ

ています。真剣に取り組んでほしい。 

計画本文の 33 ページ記載のとおり、

2014（平成 26）年度に策定された当時

の計画を記載しています。 

2019（平成 31）年度、策定時と同様

に、住民の方にも参加いただき、計画の再

点検を実施しますので、ぜひご参加くださ

い。 

２ 
-
 

②

58 ページ 子ども応援民間賃貸共同住

宅の推進（トマム地区）について 

 入居者がいなく、空き部屋になってい

る。対策を急いでほしい。 

個別施策へのご意見でしたので、担当課

から回答させていただきます。 

（企画商工課 地域振興対策室） 

民間賃貸共同住宅については、単身世帯

も含むよう入居要件を緩和しました。 

また、移住モニターの実施など、入居者

確保に向けたＰＲ活動や住宅の活用方法の

検討などを行い、移住・定住の促進を図っ

てまいります。 

２ 
-
 

③

81 ページ 公設学習塾、放課後キッズ

スペースについて 

トマム学校の子どもたちも平等に受

けられるようにしてほしい。 

個別施策へのご意見でしたので、担当課

から回答させていただきます。 

（教育委員会 社会教育担当）、（子育て

支援室） 

 公設学習塾について、平成 30 年度はト

マム学校の生徒２名が利用し、送迎も行っ

ています。次年度以降も継続的な取組を考

えています。 

 放課後キッズスペースについては、学童

保育を利用していない児童を対象として実

施しています。今後、学童保育の在り方も

含め検討します。 

＜お問い合せ先＞占冠村 企画商工課 企画担当 電話：０１６７－５６－２１２４ 


